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第４章 所沢市移動円滑化の目標と基本方針

上位・関連計画との整合性やヒアリング結果等を踏まえ、所沢市としての移動円

滑化の目標と基本方針を次のように設定します。

４－１ 移動円滑化の目標

４－２ 移動円滑化の基本方針

誰もが安心 どこでも安全 心のバリアフリータウン所沢

方針１ 誰もが使いやすく、安全に移動できる空間をつくります

○高齢者や身体障害者をはじめとするすべての人が円滑、安全に移動できるよう

に、日々の暮らしを支える駅・駅前広場・道路等の諸施設について、ユニバー

サルデザイン※の視点に立ってハード面のバリアフリー化を推進します。

○特に駅周辺については、利用者が多く、現在抱えている問題点も多いことから、

駅と駅に接続する駅前広場を含めた交通結節点として一体的にバリアフリー化

を推進していきます。

方針２ ふれあい、支え合いの心で安心・快適な環境をつくります

○放置自転車や歩道上の立看板等が高齢者や身体障害者等にとって大きなバリア

となっているなど、心のバリアフリーが実現されていないという課題は、都市

基盤の整備だけで解決するものではありません。諸施設の整備と両輪となって

バリアフリーを進めるために条例や協定の制定、バリアフリーの意識を高揚す

るための啓発活動などのソフト施策を充実していきます。

方針３ 人にやさしいまちを市・市民、団体、事業者みんなでつくります

○バリアフリーは、市民、事業者等の積極的な理解・参加・協力のもと、市・市

民、団体、事業者が目標や役割などを共有しながら推進する必要があります。

○市・市民、団体、事業者が協働してバリアフリー化を進めるしくみをつくりま

す。
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【目標と基本方針の関係】

※ユニバーサルデザイン：バリアフリーは、障害によりもたらされるバリ

ア（障壁）に対処するとの考え方であるの対して、

ユニバーサルデザインはあらかじめ、障害の有無、

年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利

用しやすいよう都市や生活環境をデザインする

考え方

誰もが安心 どこでも安全

心のバリアフリータウン所沢

方針１ 誰もが使いやすく、安全に

移動できる空間をつくります

方針２ ふれあい、支え合いの心で

安心・快適な環境をつくります

方針３ 人にやさしいまちを市・市

民、団体、事業者みんなでつくります
実
現

ハードの

整備

協働による
取り組み

ソフトの

充実

目 標
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【目標達成に向けての問題点と基本方針の関係】

行きたいところへ
行けない理由

駅、道路など経路上に
バリアがある

基 本 方 針

目的施設にバリアがあ
り利用できない

家からの交通手段が不
便で利用しづらい

障害者が利用できる経
路がわからない

困った時に誰も助けて
くれない

誰もが使いやすく、安全に移動できる空間を
つくります

例：駅、道路等のバリアフリー化
自転車駐車場の整備

ふれあい、支え合いの心で安心・快適な環境
をつくります

例：ところバスの利便性向上
バリアフリーマップの作成
学校教育でのユニバーサルデザインの啓発

行ってみたい、また行きたくなる施設をつく
ります

＊交通バリアフリー法の対象ではありません
が、利用施設のバリアフリーによって一体的
なバリアフリーが実現します。このことから、
交通バリアフリーに関連する項目として捉え
ていきます。

人にやさしいまちを市･市民・団体・事業者み
んなでつくります

例：継続的なバリアフリー検討組織の設立
市民の参加・協力によるバリアフリーマッ
プの作成
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４－３ 基本的な方向性

○基本構想は、駅などの特定旅客施設から、概ね半径 500m～1km のエリア（重点

整備地区）での主要な目的施設までの経路における交通バリアフリーの実現に向

けた基本的な方向性を示すものです。

○交通バリアフリーに関わるすべての整備は、市内全域で進めることが理想ですが、

各事業者の財源にも限りがあり、これらを同時に行うことは事実上不可能といえ

ます。このため、基本構想は優先性が高い地区を定め、効率的で効果的な整備を

進めることを目的として策定しています。

○しかしながら、交通バリアフリーは重点整備地区内だけでなく、市内全域におい

てレベルの向上を図っていかなければなりません。

○したがって、先に掲げた基本構想における目標と基本方針は、重点整備地区だけ

でなく、市内全域において交通バリアフリーの実現を推進していく基本的な考え

方とします。


	第４章所沢市移動円滑化の目標と基本方針
	４－１ 移動円滑化の目標
	４－２ 移動円滑化の基本方針
	４－３ 基本的な方向性

